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   府中市消防団に関する条例の一部を改正する条例 

 

 府中市消防団に関する条例（昭和３１年３月府中市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

次の表中、下線が引かれた部分については、改正前を改正後のように改める。 

（【  】は注記である。） 

改正後 改正前 

 （報酬）  （報酬等） 

第１５条 団員に対し、月額報酬及び出動報酬を支給する。 

２ 月額報酬の額は、別表第１のとおりとし、その支給方法は、

市議会議員の例によるものとする。 

３ 出動報酬は、団員が災害、訓練又は警戒に関する出動を行

つた場合に支給し、その支給単位及び額は、別表第２のとお

りとする。 

４ 出動報酬の支給方法は、毎会計年度４月、７月、１０月及

び１月の４期にそれぞれの月の前月までの３月分を支給する

方法とする。 

第１５条 団員には、その職務に応じて非常勤職員の報酬、費

用弁償、期末手当等に関する条例（昭和３１年１２月府中市

条例第２８号）に定めるところにより、報酬及び旅費を支給

する。 

２ 団員には次の各号に掲げる手当を支給することができる。 

 (1) 出動手当 １回 ３，０００円 

 (2) 訓練手当 １回 ３，０００円 

 (3) 警戒手当 １回 ３，０００円 

 (4) 機関員手当 １人月額 １，０００円 

 （費用弁償） 

【追 加】 第１６条 団員が職務のため旅行したときは、その旅行に対し

費用弁償として旅費を支給する。 
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２ 旅費の額及び支給方法は、非常勤職員の報酬、費用弁償、

期末手当等に関する条例（昭和３１年１２月府中市条例第 

 ２８号）の定めるところによる。 

【追 加】 

第１７条～第２０条 省 略 第１６条～第１９条 省 略 

別表第１（第１５条） 

月額報酬の額 

【追 加】 

階級区分 額 

団長 ３６，０００円 

副団長 ２８，０００円 

分団長 ２０，０００円 

副分団長 １５，０００円 

部長 １３，０００円 

班長 １２，０００円 

団員 １１，０００円 
 

 備考 いずれかの階級区分に属する団員のうち、消防自動車

等の運転及び整備に従事するものの月額報酬の額は、この

表に定める当該団員の階級区分の額に１，０００円を加え

た額とする。 

別表第２（第１５条） 

出動報酬の支給単位及び額 

区  分 支給単位及び額 

災害出動（大規模災害） １日 ８，０００円 

災害出動（大規模災害以外）  
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訓練出動 １回 ４，０００円 
警戒出動 

 

【追 加】 

 備考 この表において「災害出動（大規模災害）」とは災害

出動に要した時間が４時間を超えるものをいい、「災害出

動（大規模災害以外）」とは災害出動に要した時間が４時

間以内のものをいう。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第１５条並びに別表第１及び別表第２の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じ

た報酬について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた報酬については、なお従前の例による。 

（非常勤職員の報酬、費用弁償、期末手当等に関する条例の一部改正) 

３ 非常勤職員の報酬、費用弁償、期末手当等に関する条例（昭和３１年１２月府中市条例第２８号）の一部を次のように改正

する。 

次の表中、下線が引かれた部分については、改正前を改正後のように改める。 

（【  】は注記である。） 

改正後 改正前 

別表第１（第２条） 別表第１（第２条） 

特別職の職員の報酬の支給単位及び額 特別職の職員の報酬の支給単位及び額 
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職  名 報酬の支給単位及び額 

省 略 

【削 除】 

省 略 
 

職  名 報酬の支給単位及び額 

省 略 

消防団員 

団長 月額 ３６,０００円 

副団長 月額 ２８,０００円 

分団長 月額 ２０,０００円 

副分団長 月額 １５,０００円 

部長 月額 １３,０００円 

班長 月額 １２,０００円 

団員 月額 １１,０００円 

省 略 
 

備考 省 略 備考 省 略 

 


